
公益社団法人宮崎県農業振興公社工事請負契約約款運用基準 

 

第１ 全般的事項 

 １ この約款は、宮崎県農業振興公社契約規程（以下「規程」という。）第19条第

３項の規定に基づくものであるから、工事請負の契約は、これを基準として約定

しなければならないこと。 

 ２ 従来どおり契約書と約款とを分離するが、契約ごとに契約書に約款を添付しな

ければならないこと。 

 ３ この約款は、一般的な規定であるので、具体的な契約の締結に当たっては、規

程に違反しない限りにおいて適宜変改を加えることは差し支えないが、その場合

は、工事執行伺いに約款との相違点を明示し、変改の理由を付記すること。 

 ４ 契約の締結に当たっては、特に支障のない限り次のとおりとすること。 

  (1) 当初契約 

    工事請負契約書（別記様式第１号）によること。 

  (2) 変更契約 

    工事請負変更契約書（別記様式第１号の２）によること。 

  （3）工事請負契約書及び工事請負変更契約書の作成に当たっては、次のとおりと

すること。 

    ア 契約保証金 

      契約保証金を免除する場合は、「免除」と記入する。 

    イ 資材の再資源化に関する事項 

      建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年

法律第104号）第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、分別解体等の

方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所

在地、再資源化等に要する費用について、それぞれ記入する。 

    ウ 建設発生土の搬出先等 

      建設工事に伴い工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合は、「

建設発生土の搬出先については仕様書に定めるとおり」と記入し、仕様書

に建設発生土の搬出先の名称及び所在地を定める。 

           なお、建設工事が資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第

48号）の規定により再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合

は、受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、

その内容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があっ

たときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。 

    エ 受注者 

      受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び



氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の

構成員の住所氏名を記入する。 

５ 別記様式について必要に応じ、加除等を行った場合には、その旨を工事執行伺

いにおいて明らかにすること。 

 

第２ 各条項について 

 １ 第１条関係 

  (1) 第３項において、施工方法等については、原則として受注者の責任において

定めることとしているので、設計図書において特別の定めをする場合は、その

必要性を十分検討し、必要最小限のものとすること。 

   (2) 第４項の守秘義務は、公共の施設の設計・施工情報が外部に漏れた場合の安

全上、警備上等の重大性を勘案の上、入札執行前の説明において趣旨の徹底を

図ること。 

(3) 第５項において、受注者が個人情報を取り扱う場合にあっては、別添の個人

情報取扱特記事項を遵守すること。 

   (4) 第13項において、受注者が共同企業体を結成している場合には、契約担当者

と受注者との間で行うすべての行為は共同企業体の代表者を通じて行うことと

なったこと。 

 ２ 第３条関係 

   (1) 第１項の工程表の提出は、工程表（別記様式第２号）による。ただし、共通

仕様書に定める施工計画書を契約締結後14日以内に提出した場合、工程表の

提出は、共通仕様書に定める施工計画書の提出をもって代えるものとするこ

と。 

   (2) 第１項の請負代金内訳書の提出は、請負代金内訳書（別記様式第２号の２）

による。 

     なお、請負代金内訳書については、承認を要せず、発注者及び受注者を拘束

するものではないので、第24条の規定による請負代金額の変更、第29条の規定

による天災その他の不可抗力による損害の負担、第35条の規定による部分払等

を行う場合の額の確認等に当たって受注者と協議する額の算定は、工程表を参

考にして設計図書の内訳により行うものとすること。 

３ 第４条関係 

   工事完成保証人制度を廃止したことにより、原則として、契約保証金その他の

金銭的保証を求めることとする。なお、具体的な取扱いについては別に定める。 

４ 第５条関係 

   工事請負代金に係る債権譲渡の具体的な取扱いについては、別に定める。 

 



 ５ 第７条関係 

    下請契約に係る具体的な取扱いについては、別に定める。 

６ 第７条の２関係 

   (1) 建設資材の購入の通知は、建設資材購入通知書（別記様式第３号）によるこ

と。 

   (2) 「契約」とは、口頭による売買契約を含むものであること。 

   (3) 「その他必要な事項」とは、契約の相手方（購入先）の住所、購入資材名、

購入金額及び県内に営業所を有しない者から購入した理由等を含むものである

こと。 

７ 第7条の３関係 

  (1) 発注者は、受注者に対して、社会保険等未加入建設業者が第1項各号に掲げ

る届出を行うよう指導することを指示するものとする。 

   (2) 第２項の「特別の事情」が認められる場合は、災害等で緊急に応急工事を行

う必要がある場合並びに特殊な技術、機器及び設備等を有することを必要とし

、その技術等を有する者と下請契約をしなければ契約の目的を達成することが

できない場合をいい、「特別の事情」に該当するか否かの判断については、個

別具体的に判断するものとする。 

  （3）第２項の「発注者の指定する期間内」とは、指示した日から起算して概ね30

日以内とする。 

８ 第９条関係 

(1) 監督員の選任(変更)の通知は、監督員選任（変更）通知書（別記様式第４号

）によること。 

(2) 第２項における監督員の権限は、次のとおりである。 

    ア 約款の他の条項に定めるもの 

     (ｧ) 受注者の工事関係者に関する措置請求（第12条第２項） 

        (ｨ) 工事材料の検査（第13条第３項） 

        (ｩ) 工事材料の調合又は工事施工の立会い及び見本検査（第14条第４項） 

        (ｪ) 支給材料等の検査（第15条第２項）及び支給材料又は貸与品の使用方法

が明示されていない場合の指示（第15条第11項） 

     (ｫ) 工事の施工部分が設計図書に適合しない場合の改造請求及び破壊検査（

第17条） 

     (ｶ) 条件変更に係る施工条件等の調査（第18条第２項） 

     (ｷ) 臨機の措置に係る受注者に対する意見及び措置請求（第26条第１項及び

第３項） 

    イ 約款に基づく契約担当者の権限とされる事項のうち、契約担当者が必要と

認めて監督員に委任したもの 



    ウ 第２項各号に掲げるもの 

     (ｧ) 設計図書に定めるところにより、契約の履行についての受注者又は現場

代埋人に対する指示、承諾又は協議 

     (ｨ) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注

者が作成した詳細図等の承諾 

     (ｩ) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事

材料の試験若しくは検査（確認を含む。） 

  (3) 第３項において、「２名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたとき」

とは、同一の監督業務について工種ごとに監督員を任命して、権限を分担させ

た場合をいい、この場合には、それぞれの職務内容を監督員選任（変更）通知

書に明示すること。 

９ 第10条関係 

   (1) 第１項の［  ］の部分には、工事が建設業法第26条第３項に該当する場合に

「専任の」の字句を記入するものとする。ただし、当該工事が同条第4項の工事

に該当する場合には、監理技術者の〔 〕の部分に「監理技術者資格証の交付

を受けた特例の」の字句を、同条第５項の工事に該当する場合には、監理技術

者の〔  ］の部分に「監理技術者資格証の交付を受けた専任の」の字句を記入

する。 

   (2) 工事が建設業法第26条第２項に該当する場合には、「主任技術者」に代え「

監理技術者」を適用するものであること。 

   (3) 現場代理人、専任の監理技術者等（監理技術者、監理技術者補佐又は主任技

術者をいう。）は、建設業法第７条第２号又は第15条第２号に規定する、営業

所ごとに置く専任の技術者でないこと。 

（4）現場代理人等の通知は、現場代理人等通知書（別記様式第５号）（現場代理

人等を変更する場合は現場代理人等変更通知書（別記様式第５号の２））によ

ること。 

   (5) 第３項における現場代理人の「常駐を要しないこととすること」が可能であ

って、工事現場を兼務することができる場合の具体的取扱いについては、別に

定める。 

  （6） 現場代理人は、受注者と直接的な雇用関係にある者でなければならない。 

10 第11条関係 

   契約の履行についての報告とは、過去の履行状況についての報告のみでなく、施

工計画書等の履行計画についての報告も含むものであること。 

11 第16条関係 

(1)  第１項は契約担当者の工事用地の確保義務を規定したものであるが、「受注

者が工事の施工上必要とする日」とは、受注者の工事の進捗状況を勘案して現



実に受注者が工事を施工するため、用地を必要とする日をいう。 

 (2) 第３項の「撤去」には、支給材料又は貸与品を契約担当者に返還することが

含まれること。 

   (3) 第４項の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれること

。 

12 第20条関係 

   (1) 第１項において、「工事用地等の確保ができないため工事の全部又は一部の

施工を一時中止させなければならない場合」とは、現実に受注者が工事を施工で

きないと認められるときをいう。 

(2) 第３項の「増加費用」とは、中止期間中、工事現場を維持し又は工事の続行

に備えるため労働者、建設機械器具等を保持するために必要とされる費用、中止

に伴い不要となった労働者、建設機械器具等の配置転換に要する費用、工事を再

開するための労働者、建設機械器具等を工事現場に搬入する費用等をいう。 

   (3) 工事中止及び工事再開の通知は、工事中止（再開）通知書（別記様式第６号

）によること。 

13 第23条関係 

  (1) 第１項の「工期の変更」とは、第15条第７項、第17条第１項、第18条第５項

、第19条、第20条第３項、第21条第１項、第22条第１項及び第２項並びに第40

条第２項の規定に基づくものをいう。 

   (2) 工期変更の協議は、工期変更協議書（別記様式第７号）によること。 

(3) 第２項の「工期の変更事由が生じた日」とは、第15条第７項においては、支

給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材料等の品名等を変更

した日又は支給材料等の使用を請求した日、第17条第１項においては、監督員

が改造の請求を行った日、第18条第５項においては、設計図書の訂正又は変更

が行われた日、第19条においては、設計図書の変更が行われた日、第20条第３

項においては、契約担当者が工事の施工の一時中止を通知した日、第40条第２

項においては、受注者が工事の施工の一部中止を通知した日をいうものである

こと。 

14 第24条関係 

(1) 第１項の「請負代金額の変更」とは、第15条第７項、第17条第１項、第18条

第５項、第19条、第20条第３項、第21条第２項、第22条第２項及び第40条第２

項の規定に基づくものをいう。 

   (2) 第２項の「請負代金額の変更事由が生じた日」とは、第15条第７項において

は、支給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材料等の品名等

を変更した日又は支給材料等の使用を請求した日、第17条第１項においては、

監督員が改造の請求を行った日、第18条第５項においては、設計図書の訂正又



は変更が行われた日、第19条においては、設計図書の変更が行われた日、第20

条第３項においては、契約担当者が工事の施工の一時中止を通知した日、第21

条第２項においては、受注者が同条第１項の請求を行った日、第22条第２項に

おいては、契約担当者が同条第１項又は第２項の請求を行った日、第40条第２

項においては、受注者が工事の施工の一部中止を通知した日をいうものである

こと。 

   (3) 第４項の「受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合」とは

、第15条第７項、第17条第１項、第19条、第20条第３項、第21条第２項、第22

条第２項及び第40条第２項の規定に基づくものをいう。 

15 第25条関係 

   (1) 第１項の請求は、残工事の工期が２か月以上ある場合に行うことができるこ

と。 

   (2) 第２項の「変動前残工事代金額」の算定の基礎となる「当該請求時の出来形

部分」の確認については、第１項の請求があった日から起算して１４日以内で

契約担当者が受注者と協議して定める日において、監督員に確認させるものと

する。この場合において、受注者の責めにより遅延していると認められる工事

量は、当該請求時の出来形部分に含めるものとする。 

   (3) 第４項に規定する再スライドを行う場合は、(1)及び(2)を準用すること。 

   (4) 契約担当者は、入札執行前の説明において(1)及び(2)の事項を承知させるこ

と。 

  (5) 第５項の「特別な要因」とは、主要な建設資材の価格を著しく変動させるお

それのある原油価格の引上げのような特別な要因をいう。 

  (6) 第５項及び第６項に規定する請負代金額変更の具体的な取扱については、別

に定める。 

16 第29条関係 

   (1) 第４項の「請負代金額」とは、被害を負担する時点における請負代金額をい

うものであること。 

   (2) １回の損害額が当初の請負代金額の1,000分の５の額（この額が20万円を超え

るときは20万円）に満たない場合は、第４項の「当該損害の額」は０円として

取り扱うこと。 

   (3) 第４項の「当該損害の取片付けに要する費用」とは、第２項により確認され

た損害の取片付けに直接必要とする費用とする。 

(4) 契約担当者は、入札執行前の説明において(1)及び(2)の事項を承知させるこ

と。 

17 第31条関係 

   (1) 工事完成の通知は、完成届（別記様式第８号）によること。 



   (2) 前項の通知は、工期の最終日までに発注者に到達しなければならないこと。

ただし、工期の最終日が公社の休業日である場合は、直後の営業日までとする

。 

   (3) 工事完成検査の結果通知は、工事完成（既済部分）検査書（別記様式第９号

）によること。 

   (4) 工事目的物の引渡の申出は、引渡申出書（別記様式第10号）によること。 

18 第32条関係 

   (1) 請負代金の支払請求は、請求書（別記様式第11号）によること。ただし、請

負代金の債権譲渡を承諾した場合の支払請求は、請求書［債権譲渡] （別記様

式第11号の２）により、請負代金の受領委任を承諾した場合の支払請求は、請

求書［代理受領］ （別記様式第11号の３）によること。 

   (2) 前項ただし書きに規定する場合においては、口座振替の方法による支払の申

出は、口座振替申出表示の欄に必要事項を記入すること。 

 

19 第33条関係 

  工事目的物の部分使用の協議は、工事の部分使用について（別記様式第12号）に

よること。 

20 第35条関係 

   (1) 第１項ただし書きの規定により、部分払は工期中３回を限度として行うこと

ができるとしているが、請負代金額に応じて次に定める回数を超えることがで

きないものとすること。なお、当該回数は、契約書の「出来形部分払の回数」

の欄に記載すること。 

     ア 請負代金額  100万円以上1,000万円未満  ２回 

      イ 請負代金額  1,000万円以上        ３回 

   (2) 出来型部分又は工事現場に搬入済みの工事材料（以下「既済部分」という。

）の確認は、請負工事既済部分検査請求書（別記様式第13号）によること。 

 (3) 既済部分の結果の通知は、工事完成（既済部分）検査書（別記様式第９号）

によること。 

   (4) 部分払の支払請求は、請求書によること。 ただし、請負代金の代理受領を

承諾した場合の支払請求は、部分払請求書［代理受領］（別記様式第13号の３

）によること。 

   (5) 口座振替の方法による支払の申出は、口座振替申出表示の欄に必要事項を記

入すること。 

21 第36条関係 

  指定部分に係る工事完成の通知は、指定部分完成届（別記様式第8号の2）による

こと。 



22 第37条関係 

(1) 契約担当者は、入札執行前の説明において次に掲げる事項を承知させること

。 

   ア 各会計年度における請負代金額の支払限度額（〇年度〇％と割合で明示する

こと。） 

イ 各会計年度における請負代金額の支払限度額及び出来高予定額は、受注者決

定後契約書を作成するまでに落札者又は随意契約の場合における契約の相手方

に通知すること。 

23 第38関係  

   第２項の部分払金の回数の設定に当たっては、19中「請負代金額」を「支払限度

額」と読み替えて準用する. 

24 第39条関係 

  工事請負代金の第三者による代理受領の具体的な取扱いについては、別に定める

。 

25 第43条及び第44条関係 

  発注者の解除権の具体的な取扱いについては、別に定める。 

26 第49条関係 

(1) 第５項の「撤去」には、支給材料又は貸与品を契約担当者に返還することが

含まれること。 

   (2) 第６項の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれること

。 

27 第50条関係 

  (1) 第1項第1号による履行遅滞による損害賠償又は第３号に規定する第43条第２

号に基づく契約解除による損害賠償の遅延日数については、検査期間を参入し

ないこと。 

  (2) 工期内に工事が完成し、検査の結果不合格の場合には、完成した日から契約

に定めた工事完了の日までの日数は、修補日数から差し引いて遅延日数を算定

すること。 

   (3) 受注者の履行遅滞の場合における損害金の具体的な取扱いについては、別に

定める。 

28 第53条関係 

  工事請負契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第9

4条第1項に規定する住宅新築請負契約の場合には、次の条項を特約事項として締結

すること。 

   「工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令

第64号)第５条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の侵入の影響のないものを



除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合にお

いて、第53条第１項から第８項までの規定は適用しない。」 

29 第57条関係 

   仲裁合意書は、仲裁合意書（別記様式第14号）によること。 

30 第58条関係 

  「契約の締結に要する費用」とは、契約書類の印刷代、浄書料、印紙代等の費用

をいう。 

  


